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○とかしき委員長 次に、山井和則君。 

○山井委員 よろしくお願いいたします。 

 今日もまた、お忙しいところ、尾身会長にもお越しをいただきました。また、田村大臣が遅くとも十一時五十分

には参議院に行かれねばならないということですので、それまでには一旦終わって、続きは一時十分からさせて

いただきたいと思います。 

 午前中は尾身会長を中心に御質問させていただきたいと思います。 

 緊急事態の解除をするかどうかという期限が迫っております。配付資料にもありますように、解除をすること

によってまたオリンピックの八月頃にリバウンドをするのではないか、そういう危惧も持たれております。 

 それで、尾身会長にまずお聞きしたいんですが、私たちが一番心配しているのは、オリンピックを私たちもや

ってほしいと思っているんです、本当は。でも、それによって感染が拡大して、お亡くなりになる方が増えるよう

であったら、人の命は地球より重いわけですから、これはちょっと、そういうことであればオリンピックは中止

か延期すべきではないか、こういうふうなことを考えております。 

 尾身会長にお伺いしたいんですけれども、オリンピックをやることによって、残念ながらコロナの感染が拡大

して、お亡くなりになる方が増えるリスクというのはありますか。 

○尾身参考人 オリンピックをやれば、多くの人が国内で動きますよね。そういうことで、私が申し上げている、

特に地域、バブルの中じゃなくて、もう今までの経験で分かっているわけですよね、人々が動けば、当然感染者が

増える可能性があるので、その中で重症者の人も当然出てくる可能性があるので、もしこれは開くのであれば、

それこそ、バブルの中のことはもとより、地域での感染をどうやって抑えるかという、そこに注目するのが、オリ

ンピック委員会の人も日本の政府の人も、やるのであれば、そこに私はかなり注意を集中して、しっかりとした

対策を取る必要があると思います。 

○山井委員 御質問にはお答えいただきたいんですけれども、注意してやらねばならない、それは当然ですけれ

ども。 

 ということは、バブルの外も含めて感染が拡大するリスクがあるということは、オリンピックを開催すること

によってお亡くなりになる方が増えるリスクもあるということですか。 

○尾身参考人 リスクがあるかどうかといえば、当然、しっかりした感染対策を取らなければ、今までもそうで

したね、いろいろ行事があって、感染が増えて、緊急事態宣言を出したときもそういうことがあったわけで、そう

いうことを何とか、これからワクチンがしっかりとみんなの手に届くまでには、そういう事態を避けるためには、

その上で更にオリンピックをやるのであれば、そういうリスクがありますから、それをないようにするのが、私

は組織委員会、国に求められていることだと思います。 

○山井委員 今、リスクがあるということをおっしゃいました。これは大事なことなので確認をさせていただき

たいと思います。 

 ということは、オリンピックを開催することによってお亡くなりになる方が、コロナでお亡くなりになる方が

増えるリスクがあるということでよろしいですか。 

○尾身参考人 そういうことで、正確に言えば、オリンピックの開催に伴って、国内での、主にオリンピックの主

体、バブルの中じゃなくて、日本の国内の中で人流が増えて、接触が増えて、また、いわゆる飲み会なんかが、お

祭りムードになって、いろいろなところで、ふだん会わない人と飲み会なんということをすると、感染者が増え

て、その中で高齢者にも感染が、そういうことがあれば重症者が増える。その中で死亡者が出てくることも当然

あり得るので、私は、そういうことがないように是非していただきたいと思います。 

○山井委員 尾身会長、私たちも一番つらいのはそこなんですね。この国会で、私も今日が最後の質問になるん

じゃないかと思いますが、オリンピックをやってほしい気持ちはやまやまですけれども、今おっしゃったように、

それによって感染拡大し、重症者が増え、お亡くなりになる方が増えるんだったら、私はやはりそれは思いとど

まるべきだと思います。 



 平和の祭典が、このオリンピックをやった、私は、オリンピックをやれば、感動的な試合が多くて、その意味で

は成功はする可能性はあると思います。でも、逆に、今、尾身会長がおっしゃったように、会場周辺、東京のみな

らず、全国で様々な人流が増えることによってお亡くなりになる方が増えた場合、尾身会長、その場合、もし、オ

リンピック自体は感動の渦に巻き込まれた、でも、その結果、気がつけばコロナでお亡くなりになる方が、結果的

には残念ながら増えてしまった、こういう場合、オリンピックは成功したと言えるんですか。 

○尾身参考人 そこは、私は、こういう立場としては、やるのであれば、ここは国が、組織がやるという決定をす

るのであれば、そういうことがないように、これはしっかりと覚悟を持って様々な感染対策をすることが求めら

れるのは当然だと思うんですね。 

 だから、成功か不成功かというのは、それは私が答える立場にはありませんが、私と感染症の、ずっとこれをや

ってきた、リスクをしっかりと評価をして、それについては私どもはリスクを近々関係者にお考えを示したいと

思いますけれども、そのリスクを評価して、もしやるのであれば、それをいかに最小限にして、そういうことがな

いようにするという努力を、これは、普通のゲームではないですよね、全世界的。 

 これについては、もうこれは何度も申し上げますけれども、組織委員会もしっかりと日本の今の状況、こうい

う、感染がまだあるわけですよ、一定程度。これで、オリンピックのやり方によると、人々の意識に関わります。

そのことは、実はオリンピックの組織委員会の人も十分理解して、日本の政府とオリンピック委員会が一つの心

になって、そういうことを避けるんだという強い気持ちでいろんなことをやっていただきたいと思います。 

○山井委員 提言を出されるということですが、その提言の前提をお聞きしたいんですが。 

 尾身会長の認識としては、日本の政府としてはオリンピック開催は既に決定済みという前提で来週提言を出さ

れるのか、まだ決定済みではない、決定の可否、是非も含めて提言を出されるのか。これによって、全く意味が違

いますからね。 

 私は、当然、先ほどおっしゃったように、オリンピックによって貴い命が失われるリスクがあるのであれば、本

当にオリンピックによって人がお亡くなりになって許されるのかと、そんなことが。おまけに、それが不慮の事

故じゃなくて、事前から、お亡くなりになる人が増えるかもしれないと分かっていながらやるということを、分

科会や感染症の権威の方々は了解されるはずはないと私は思うんですけれども。 

 お聞きしたいんですけれども、提言を出される前提は、もうオリンピックの開催は決定済みで、やるのであれ

ばこうすべきだという提言なのか、こういう状況ではやると危険です、困難ですということも含めて提言される

のか。いかがですか。 

○尾身参考人 これは、オリンピックをやるかやらないかというのは、もう何度も申し上げましたように、我々

専門家の、判断すべきではないし、できる立場にはないんです。 

 我々は今、政府がどのように考えているか、正確には知りませんけれども、やらない場合に、リスクは、評価は

要らないですよね。だから、やるということがもしあるのであれば、我々の、いわゆるこれは、ＷＨＯなんかもそ

うですけれども、専門家の役割の上で一番大事なというか、唯一大事なことは、リスクを評価するということで

すから、私どもは、前から言っています、今回のリスクは、一般のコミュニティーです、一番あるのは。それにつ

いて、ありますから、やるときには、そのことを踏まえて決定、あるいは、やるのであれば、どうそのリスクを減

らすかということを十分に考慮してくださいというのが我々の立場だし、それ以上でも以下でもないと思います。 

○山井委員 尾身会長、世論調査によれば、国民の過半数の方は中止か延期を求めているという世論調査もある

んです。 

 その意味で、国民が分科会や尾身会長に求めているのは、やる場合に、亡くなる人を減らしてくれということ

じゃないと思うんです。亡くなる方が増えるような、死者が出るようなオリンピックは止めてほしいというのが

国民の願いではないかと私は思うんです。 

 尾身会長、そこはちょっと大事なんですよ。提言を受けて、やるべきではないという判断もあり得ると思うん

です。 

 尾身会長、例えば、緊急事態宣言下でもオリンピックはできる、やるべきと思われますか。 

○尾身参考人 それは今、私たちはどういうステージにいるかというと、今回、六月の二十日頃、今の緊急事態宣



言を解除するかどうかという判断が求められていますよね。それから、その頃には、どうも、私の理解では、組織

委員会が参加者の人数等々の上限を決めるというようなことになっていますよね。これが今、現実ですね。 

 そうなると、私たち専門家の役割は、緊急事態宣言の解除について、これは我々の、諮問委員会の者がそれにつ

いてはしっかり意見を述べて、解除した、あるいはしない、いろんな場合があると思いますけれども、そのことに

ついて、どんなことをすることによって、オリンピックを開催するということよりは、これから八月、九月になる

と、だんだんとワクチンの接種率が上がって、感染もだんだん抑えてくる、それまでの間に絶対に、同じように、

大阪のような状況をつくらないようにするということに、私は、政府や自治体や、全ての人が集中すべき。 

 緊急事態宣言が出たらオリンピックを中止かというような話でなくて、ともかくこの間にそういう状況をつく

らないような手だてを全てやるということが私は重要だと思います。 

○山井委員 尾身会長、申し訳ないんですが、これは大事な質問なんです。 

 例えば、六月二十日に解除するとします。今もう、三週間連続東京では、人流は、停留人口は増えているんです

よ。ということは、これはリバウンドする可能性大なんです。七月になってから更に感染者が増える可能性が十

分にあるんです、まあワクチンの効果はあるかもしれませんけれども。 

 そうなったときに、ステージ４の感染爆発や緊急事態の状況で、オリンピックができるかできないのか、やる

べきか否か、これはやはり、尾身会長や分科会から言っていただかないと、もうやると決めたから止まらなくて、

結果的に多くの方が亡くなったでは済みませんから。 

 申し訳ないですけれども、尾身会長にもう一度お聞きします。 

 感染爆発、ステージ４や緊急事態宣言でオリンピックはできるのか、やっていいのか、いかが思われますか。 

○尾身参考人 先ほども、もうこれは、最終的に決断してもらうのは組織委員会であり、政府ですね。 

 その際に、緊急事態宣言云々という話はどういうことかというと、感染者が五百と六百の、その差というより

は、一番我々が考えなくちゃいけないのは、例えば大阪のような状況があるとしますよね、このステージ４とい

うような考え、これはどういう状況かというと、医療に負荷がかかっている、逼迫がしている。 

 それは、逼迫しているというのはどういうことをいうかというと、一般の診療、救急外来なんかの診療に支障

が来ていて、あるいは、本当は病院でケアをする必要がある人が自宅にいるというような状況ですよね。こうい

う状況が出たときに更にオリンピックをやれば、医療の負荷が更にかかるということは、これはリスクです。 

 これは、そういうリスクがあるということは、我々は、そういう場合に、また大阪のように、東京は今、大阪の

ような状況じゃない、そこがそういうふうになった場合には必ず医療の負荷が更にかかりますよということを申

し上げるのが我々の仕事で、それは申し上げようと思っています。 

 ただ、それをもってどうするかというのは、これは、国と組織委員会が、その我々のリスク評価に応じてどんな

ような形にするのは決めてもらうのが、これは私は筋だと思います。 

○山井委員 尾身会長、決めるのは政府、それはそうなわけですけれども、ある意味で、それを止める、ブレーキ

をかけられるとしたら、尾身会長や分科会しかないわけです。 

 私が一番心配しているのは、オリンピックというのが賭けであってはならないと思うんです。 

 例えば、先ほども言いましたように、三週間、東京の停留人口は晩も増えています。来週もし解除したら、もっ

と増えるでしょう。ということは、七月に、ワクチンの効果はあるかもしれませんけれども、感染拡大するリスク

があります。 

 例えば七月に入って、オリンピックの直前に感染が拡大してきた、でも、もうオリンピック、始まろうとしてい

るからやめられない、それで突っ込んだ、案の定、感染拡大した、医療が逼迫し、多くの人が亡くなった、こんな

はずじゃなかったでは、これは多くの方が亡くなる話ですから、それでは済まないんです、こんなはずじゃなか

ったでは。 

 尾身会長、オリンピックの前に、そういうリバウンドで感染拡大した、ステージ４になった、そのときにも、オ

リンピックはできる、やるべきだと思われますか。 

○尾身参考人 これは、国は、総理も、安全な大会、国民の健康を守るということをおっしゃっていますよね。今

委員がおっしゃるように、亡くなる人がもうどんどんどんどん出てきているような状況を、組織委員会も政府も



つくろうというふうには思っていないと私は信じております。 

 そのために、これからの、単にやるやらないという決断も大事ですけれども、実は、それと同時に、あるいはそ

れ以上に、これから九月ぐらいまでの、八月か九月か分かりませんけれども、多くの人がワクチンができるまで

の間にどういうような国内の対策を打つのか、そこに私は、余り議論が、国会でも議論が行っていませんけれど

も、ここに集中することが、先生がおっしゃるそういう状況を回避する。 

 一番我々がやらなくちゃいけないのは、ともかく、今日からあしたから、もう六月二十日はすぐ来ますから、そ

の前後にどういう、今までどおり、皆さんのお願い、ステイホームということでいいのか。もうステイホームに飽

きているわけです、人々は。 

 これについて、オリンピックをどうするかということと同時に、どういう感染対策をやるから、これとこれと、

説得力のあるのをやるから、もうちょっと国民の皆さん、このことがないと、これは心の問題がありますから、人

間は。そのことに私は、政府には全力を集中して、これから、今までもやってきましたけれども、このフェーズに

来たら新しいことを追加しないと絶対に無理です。このことにもっと議論を集中すべきだと私は思います。 

○山井委員 尾身会長のおっしゃることも分かるんですけれども、私たちは危機管理をせねばならないんです。

対策をやりましょう、頑張りましょう、でも、うまくいかなくて、多くの方が亡くなりましたでは済みません。こ

れは取り返しがつきません、国民の命が奪われたら。 

 尾身会長にお伺いしたいんですが、例えば、アフリカで今感染が拡大して、ウガンダでは二倍、アフリカ全体で

この一週間で三〇％、アフリカでも感染が、コロナが拡大していると言われております。アフリカから選手団も

来る可能性があります。これは、オリンピックでいろんな外国人選手や外国人の関係者が来られて、新たな変異

ウイルスがこの日本で発生するリスクというのはあるんじゃないでしょうか。いかがですか。 

○尾身参考人 これは、ワクチンもほとんど、打たない人が多くて、検査も全くやらないという人がたくさんい

て、そういう人がいろんな人とやれば、ほかの人に感染をさせて、その人がそれぞれの国に帰って感染が広がる

ということは当然あり得るわけですよね。 

 だから、そういうこともあるので、オリンピック関係者の特別枠なんというのはなるべく少なくして、しっか

りと水際対策をするということも大事だし、それから、やるのであれば、バブルの中のあれもしっかりやるし、そ

ういうことが本当にできる、それをやるべき、やるのならそういうことをしっかりやって。 

 と同時に、これからの国内の対策という意味でいろんなことが一緒にならないと、バブルの中で、プレーブッ

クだけ、そういうことを議論していると、私は、しっかりとしたメッセージにもならない。 

 実は、恐らく多くの国民は、やるやらないかということも興味あると思うけれども、これをやるんだったらど

ういうことで、どういう戦略を持ってやるかという、そのことの明確な、コロナを、このオリンピックも含めて、

この時期をどう乗り越えるんだという、具体的な目安と戦略、そういうことをそろそろ、これは単に無観客にす

るとかということだけに限定するんじゃなくて、これからの大きな、九月ぐらいまでの戦略ですよね。 

 人々のどう理解を得るか、これをもう少しやっていただきたいというのが私の専門家としてのお願いで、是非

それについて、これからまた提案をするときに、そういうことについても含めて書かせてもらいたいと思ってい

ます。 

○山井委員 いや、私は、一番国民が不安に思っているのは、やるかやらないかだと思います。 

 これは、尾身会長、今度の提言の中に、やはり緊急事態宣言やステージ４ではオリンピックをするのは困難だ

とか、リスクが、先ほど、医療逼迫して大変だとか、こういうことは書かれるべきじゃないですか。万が一、残念

ながらオリンピックによって感染拡大になって、多くの方が亡くなられる、そういうふうな事態になったときに、

分科会というのは、そういうことに関しては責任を負われることになるのか、それとも、そもそもオリンピック

の開催については関係ないから、分科会というものは責任には関与しないということになるのか。その辺り、い

かが思われますか。 

○尾身参考人 この分科会というのがどういうところまでできるのかは知りませんけれども、我々専門家の、分

科会であろうが、どこかのほかのであろうが、私たちは、国内の感染対策をなるべくしっかりやっていただきた

いための助言、もっと簡単に言えば、感染者をなるべく下に置きたい、落としたい、それから医療の負荷を取りた



いという意味でアドバイスするのが我々の仕事ですので。 

 そういう中で、今回、オリンピックをやれば必ず一定程度の影響が出ますから、やるのであればこういうこと

をやってくださいと言うのは当然。あと、リスクについては、いろんなリスクがあって、こうこう、一番リスクは

こうと言うことは当然。 

 それについて、政府は、あるいは組織委員会は、当然合理的な判断をしてくれるというふうに私は期待してい

ます。 

○山井委員 緊急事態宣言やステージ４になったらオリンピックをやるのは危険だ、多くの方が亡くなるリスク

がある、そういうことは提言すべきではないですか。 

○尾身参考人 もちろん、いわゆるステージ４ということで、今の大阪のような状況で、医療が、もう一般医療に

も支障が来しているときにオリンピックをやれば、更に負荷がかかるというリスクはあるということは当然申し

上げます。これは何も感染症だけじゃなくて、熱中症もありますね。 

 そういうことで、例えば、今、開催都市で一番の中心都市の東京が、今も大変ですけれども、ちょっと前の大阪

のようになれば、そういう仮定、医療がもう本当に逼迫して、かなりの人が自宅で、テレビを見るどころか、自宅

でケアをしなくちゃいけないというところに更にオリンピックをやれば、医療の負荷というか人々の健康に影響

するのは当たり前ですよね。そういうことは、我々は、そういうリスクがありますよということは申し上げよう

と思っています。 

○山井委員 尾身会長、これはおっしゃるとおりだと思います。そのことは是非言っていただきたいですが、提

言して、これは分科会としての正式な提言になるのか、それとも尾身会長や有志の方の提言になるのか、どちら

の提言の形になるんですか。 

 私は、もちろん公式な、正式なものとしてやっていただいた方が効果はあると思いますが。 

○尾身参考人 それについてはこの前申し上げましたけれども、今のところ、分科会に対して正式な要請はない

わけですよね。そういう中で、いろんなオプションがあるということで、今、これは非常に重要な時期に来ていま

すので、私も、専門家の人と相談をして、どういう方法がいいのか、何らかの形での我々の考えを表明する必要

が、これはプロとしての責任だと思いますので、それはどういう形がいいのか。 

 それで、受ける側の方の立場もありますよね。あなたと話したくないということになるかも、いや、あなたの意

見なら受けても、少なくとも聞くことはできる、それは相手側とも話をしなくちゃいけないので、そういう意味

で、社会的にも一番、こういう状況の中で最も合理的な方法は何かということは検討している最中です。 

○山井委員 田村大臣、もうお帰りください。参議院があると思います。これで午前中は終わらせていただきま

す。 

 尾身会長、本当に期待しております。 

 繰り返し言いますが、オリンピックで多くの方が亡くなったということでは、これは済みません。史上最悪の

オリンピックになったなんということになったら、これは大変なことになりますから、そういう意味では、尾身

会長には期待をしておりますので、是非ともお願いしたいと思いますし、午後は、もう尾身会長は結構ですので、

本当にありがとうございました。 

 午後は田村大臣に質問させていただきます。ありがとうございました。 

○とかしき委員長 午後一時十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 

    午前十一時四十九分休憩 

     ――――◇――――― 

    午後一時十分開議 

○とかしき委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続行いたします。山井和則君。 

○山井委員 それでは、残された時間、引き続きコロナについて質問をしたいと思います。 

 今日の配付資料十九ページを見ていただけますでしょうか。 

 これは食品新聞の記事でありますが、「お茶がコロナを迅速・効果的に不活化 京都府立医大の教授が指摘」、



「お茶がコロナの感染力を低下 試験管内の唾液で確認、活用に期待」という記事であります。 

 田村大臣の御地元も伊勢茶、私の地元も宇治茶ですし、あるいは鹿児島、そして、愛知、埼玉、静岡、日本中お

茶が生産をされておりまして、お茶は百薬の長、また、新茶を飲めば一年間無病息災に過ごせるということも言

われております。 

 その中で、こういう興味深い研究結果が、今年四月十五日、緑茶と健康シンポジウムというのが行われまして、

この記事を読み上げますと、お茶に含まれるカテキンが新型コロナウイルスを迅速かつ効果的に不活化する作用

があると京都府立医科大学の松田修教授が十五日発表した、これは試験管試験での推察による発表に基づくもの

であり、松田教授は現在臨床試験も進めており、今後、臨床試験を経た論文も発表される見通しと。松田教授は、

論文査読中であるが、茶葉に含まれているカテキンが新型コロナを抑制するということが分かったと述べておら

れるということであります。 

 このような研究結果が今シンポジウムで発表された、このことについて、まず田村大臣の御見解をお伺いした

いと思います。 

○田村国務大臣 委員の御指摘の研究ということでございまして、松田先生でございますが、試験管内の試験で、

緑茶、ウーロン茶、紅茶等のお茶類、カテキン、こういうものがコロナウイルスを不活化させた、そういう結果

が、これはまだ査読前ではあるようでありますけれども公表されたということは承知をいたしております。 

 私の地元もお茶の産地でございますので、こういう研究が更に進んで、更にエビデンスが出てくると、非常に

国民も、ふだんから日本人はお茶は飲まれておりますので、いろんな形で期待ができるのではないかというふう

に思っております。 

○山井委員 それで、これについては、この二ページ前を遡りますと、十六ページになりますが、結局、緑茶で十

秒間処理すると、新型コロナウイルスの感染力が百分の一、検出感度以下に低下する、十六ページ。それで、感染

力の低下は、カテキン等が細胞に働くのではなく、新型コロナウイルス粒子のスパイクたんぱくに作用したこと

による。試験管内で正常人の唾液中に新型コロナウイルスを加え、緑茶で処理しても、同様の効果が得られると。 

 これについて、松田教授は、ここに書いてありますように、カテキン類は予防や治療への効果は十分ではない

と考えられるが、多くの人が他人と接する前にお茶を飲用すれば、お互いにうつし合うことが阻止され、公衆衛

生的に感染拡大を減らし、弱めることが期待できるということをおっしゃっておられます。 

 また、この十九ページの食品新聞に戻りますと、お茶の飲用の可能性については、もし多くの人が飲めば、ヒト

集団全体としての感染拡大が抑制される可能性もある、公衆衛生的な考え方になると。さらに、松田教授は、ヒト

試験の結果はこれからだが、感染者がお茶を飲むと唾液中のウイルスが低下する可能性がある、多くの人がお茶

を飲むことで感染拡大を抑制するという効果が見込める、つまり、予防や治療といった、自分のためではなく、周

囲の人に、お茶を飲むことが非常に有効ではないかと推察していると説明されたと。 

 この下にも書いてありますように、実際、これは軽度感染者に今臨床試験も行われているということでありま

す。 

 このような公衆衛生的な使われ方として今後期待できるのではないかということに関して、田村大臣、いかが

でしょうか。 

○田村国務大臣 今、委員がお話しされた内容、それから松田先生がおっしゃられていること、こういうこと、も

ちろん、これからエビデンスをしっかりと確立いただかなきゃならないんですが、総合すると多分こういうこと

なのかなというふうに私としては理解させていただきました。 

 つまり、新型コロナウイルス感染症というのは、例えば口の中のウイルス、こういうものが、しゃべったりなん

かして飛沫が飛んで人にうつす場合が多いわけですね。しかも、その場合は、無症状者、軽症者、つまり、重い方

はもう自分自身よく分かっているわけですね、コロナにかかっているかも分からないと。なかなか自分自身そう

は分かっていないけれども人にうつすおそれのある方、そういう方々が、このお茶、お茶というのは元々殺菌作

用があると言われていますけれども、お茶を口に含む、飲むことによって、口内の新型コロナウイルス、これを不

活化させる可能性がある。 

 もしそうであるならば、仮に、お茶を飲みながら近くで人と、マスクしてしゃべるんでしょうけれども、しゃべ



ったとしても、口内のウイルスを不活化させていますから、漏れる飛沫で人にうつす可能性が減る、リスクが減

るということをおっしゃっておられるのかなというふうに思います。 

 もしそうであるならば、本当に期待できる話でございますので、更なる研究の成果をお待ちをいたしたいとい

うふうに思っております。 

○山井委員 田村大臣おっしゃるように、普通、茶飲み話と言いますように、私たちはお茶を飲みながら自然に

お話ししているわけですけれども、そのとき自然と口の中にお茶が残れば、もし無症状であっても、今のお話に

ありますように、コロナウイルスが不活化されるわけですから、感染させにくくなるということです。 

 また、今日の配付資料の十六ページにもありますように、松田教授はこうおっしゃっているんですね。十六ペ

ージの下から七行目。カテキン類は予防や治療への効果は十分ではないと考えられるが、多くの人が他人と接す

る前にお茶を飲用すれば、お互いにうつし合うことが阻止され、公衆衛生的に感染拡大を減らし、弱めることが

できると期待できると。 

 今、田村大臣がおっしゃったように、お茶を飲みながら話しても感染拡大防止効果があるとともに、そのとき

お茶を飲まなくても、エチケットとして人と会う前にこういうふうなお茶を飲めば感染拡大防止効果があるので

はないかということですが、田村大臣、いかがですか。 

○田村国務大臣 先ほど私が申し上げた話だと思います。是非ともこういう研究はお進めをいただいて、本当に

エビデンスが出てくれば、いろんなものを厚生労働省のホームページや何やかに載せさせていただいております

ので、是非ともエビデンスを早く確立いただきたいなと期待をさせていただきたいというふうに思います。 

○山井委員 最後になりますが、今おっしゃってくださいましたように、十九ページにありますように、「新型コ

ロナウイルスの消毒・除菌方法について」ということで、厚生労働省のホームページについても、ウイルスを減ら

す感染症予防の方法とか、手や指のウイルス対策というふうなことが書かれておりますが、もし今後、臨床試験

が進んでよい結果が出た暁には、緑茶によるカテキンの公衆衛生的な感染拡大防止効果を、厚生労働省としても

こういうホームページに紹介するなどして紹介をしていただけませんでしょうか。 

○とかしき委員長 田村厚生労働大臣、申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。 

○田村国務大臣 私も個人的に、お茶の産地でございますので、期待をさせていただいて、お待ちをいたしたい

というふうに思います。 

○山井委員 終わらせていただきます。ありがとうございます。 


